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市政情報の総合窓口

市政資料コーナーをご利用ください
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　市が発行した資料，刊行物，報告書を

はじめ，都や国の刊行物，法規，辞典，

官報など各種資料をどなたでも自由に

閲覧できます。またコーナー内のパソ

コンで，インターネットの行政情報も

検索できるほか，有償刊行物の販売や

資料の頒布，コピーサービスなども

行っています。

＊調べたい行政資料については，同

コーナー�60-1809 へお問い合わせく

ださい。

■案内図■

*市役所２階

◆資料など 利用者 4535人

◆有償刊行物 購入者 762人

頒布数 1441部

◆コピーサービス

利用者 3613人

枚　数 ２万6440 枚
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■有償刊行物頒布の内訳

市政開かれた

　情報公開制度は，市役所が持っている情報(行政文書)を市民
が閲覧したり，複写したりする権利を保障する制度です。この
制度によって，市民の皆さんの市政への積極的な参加を進め，
公正で透明な市政の推進を図っています。

　市役所が持っている情報に対す

る公開(開示)請求は，誰でも行う

ことができ，市は原則として開示

が義務付けられています。

　しかし，次のような情報が含まれ

ている場合は，非開示となることが

あります。それは①法令秘情報，②

個人情報，③事業活動情報，④犯罪

の予防などの情報，⑤審議，検討ま

たは協議に関する情報，⑥行政運営

情報，⑦任意提供情報です。

　ただし，請求された行政文書の

一部に非開示情報がある場合は，

その非開示部分を除いたその他の

部分を開示することができます。

また，非開示の情報であっても一

定期間が過ぎれば開示できるもの

もあります。

　開示を実施する機関は，情報公開

条例に定められた機関で，地方自治

法上の執行機関(市長･教育委員会･

選挙管理委員会･公平委員会･監査委

員･農業委員会･固定資産評価審査委

員会)および議事機関(議会)の８機

関のことをいいます。

　具体的な手続きについては，情報

公開コーナーまでお問い合わせくだ

さい。

情報公開制度とは 平成17年度の情報公開利用状況

【請求方法】
●所定の様式で請求してください。
●自己情報(自己に関する個人情報)の開示などの
　請求は，運転免許証などで本人であることを確
　認させていただきます。
●電話，口頭による請求はできません。

【救済の制度】
●行政文書の開示･自己情報の開示をすることが
　できないなどに対して不服があるときは，決定
　通知書を受け取った日の翌日から60日以内に行

【費用】
●文書の閲覧や，録音テープの視聴について，市内
　在住･在勤･在学･市に利害関係のある方は無料
　です。
●情報の写し(コピー)や，郵送にはそれぞれ実費
　がかかります。

【開示方法】
●決定通知書で指定する日時に，情報公開コー
　ナーで行政文書の原本またはその写しをご覧く
　ださい。
●自己情報をご覧になるときは，運転免許証など
　で本人であることを確認させていただきます。

　政不服審査法に基づく不服申し立てをすることができます。不服申し立てがあると，
　弁護士など５名で構成された｢情報公開･個人情報保護審査会｣が，公正かつ客観的な
　立場で審査し，答申を出します。実施機関はその答申を尊重し，不服申し立てに対す
　る取り扱いを決定します。

《請求から開示の流れ》

情報公開制度そのほか情報公開に関する事項について審議し，

または実施機関に意見を述べます。委員会は公募委員２名を含む

７名で構成され，会議は原則公開で，年４回開催されています。

情報公開の推進を図る

情報公開委員会

情報公開
コーナーで

開示請求

開　示

不　　服
申し立て

《行政文書開示の実施機関別請求件数と決定内容》

は毎月
　15日号
　　  に掲載

　ＣＩＭとは，Civil Information Mini-

mum(市民の皆さんに知ってほしい最小限

の情報)の略です。市報などでお知らせし

た記事や身近な題材の中から，市内在住

のライターが分かりやすく解説するとい

う，武蔵野市ならではの取り組みです。

市報掲載内容(一部)平成17年度

 市長部局 257 58 73 151 33 (29) ２ １

 教育委員会 37 ６ ４ 19 14 (10) ０ ０

 議　会 １ １ １ ０ ０ (０) １ １

 　　　計 295 65 78 170 47 (39) ３ ２

①請求件数と処理状況（請求があった実施機関のみ）

※実施機関とは,情報公開条例に定められた開示請求の対象となる機関で,地方自治法上の執行機関（市長，
　行政委員会など）および議事機関（議会）の８機関のことをいいます。

区　分 請求件数

(件)
請求者(人)

決定内容(件) 不服

申立

(件)

不服

申立人

(人)
非開示

※１件で複数の非開示理由に該当するものがあるため, ①の一部開示・非開示の件数とは一致しません。

②一部開示および非開示の理由内訳

法令秘情報
法令などにより

公にできない情報

０件
80件

個人情報

112件

事業活動情報
法人などの地位が

損なわれる情報

犯罪の予防
等情報

公共の安全などに

支障が生ずる情報

０件

20件

審議，検討又は
協議に関する情報

15件

行政運営情報
行政運営に

支障を及ぼす
おそれがある情報

公にしない条件で
提供された情報

任意提供情報

０件

文書不存在
39件

③請求者の内訳

環境･公害
　　　44

建設･
都市基盤
　　310

教育文化･
スポーツ
　　　81

女性問題 ５

行政一般
　2370

財政･税金 326

健康･福祉
　　　85

産業･消費者
　　　　56

議会 65

*合 計 3342

※請求者合計65人。
　ただし、同一請求者
　を１人とした場合
　の請求者数は34 人
　です。

ご存知
　ですか？を

市内在住者

市内法人など

市内在勤者

市内在学者

利害関係者

その他市外法人など

31人

１人

０人

０人

２人

31人

この特集に関するお問い合わせは、市民活動センター情報公開担当�60-1809へ

一部開示
非開示

市長など
８機関で

決　定

情報公開･
個人情報

保護審査会が
審　議

市長など８機関で

請求内容確認

納得

（うち文書
　不存在）

全部

開示

一部

開示

子ども･教育

緑･環境･市民生活

　　　項  目 　　　　　　　　タ　　イ　　ト　　ル 掲載号

健康･福祉 認知症の発症・進行予防の研究事業が行われています ４/15

子育てを一人で抱え込まないで！　～相談，応援していますよ～ 12/15

武蔵野地域自由大学　～学ぶ楽しさ無限大!!～ １/15

二俣尾・武蔵野市民の森　～生命の源，森を慈しむ～ ５/15

都市基盤 地震への備え　～あなたの家は大丈夫？～ ８/15

行･財政 コミセンにも「指定管理者制度」が導入されました ２/15

　　　     名　　　称　　　　　　　 累計(部) 割合

市内案内図　 609 42.3%

武蔵野都市計画図　 268 18.6%

住居表示案内図(ﾊﾞﾗ)　 197 13.7%

玉川上水をあるく　 166 11.5%

市勢統計　 26 1.8%

武蔵野市地域生活環境指標(冊子・CD-ROM） 23 1.6%

予算書・予算説明書　 19 1.3%

武蔵野市百年史 　15 1.0%

武蔵野市史　 11 0.8%

武蔵野市女性史 　10 0.7%

その他 　97 6.7%

　　　　　　　合　　　　計　 1441 100.0%


